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分 類 物質等 上限値（µg/g）

かび毒
アフラトキシンB１ 0.02

デオキシニバレノール 2（犬用）, 1（猫用）

重金属
等

カドミウム 1

鉛 3

砒素 15

有機
塩素系
化合物

BHC
0.01（α-BHC、β-BHC、γ-BHC及び
δ-BHCの合計量）

DDT 0.1（DDD及びDDEを含む。）

アルドリン・ディルドリン 0.01（合計量）

エンドリン 0.01

ヘプタクロル・ヘプタクロルエポキシド 0.01（合計量）

農薬

クロルピリホスメチル 10

ピリミホスメチル 2

マラチオン 10

メタミドホス 0.2

グリホサート 15

添加物
エトキシキン・BHA・BHT

150（合計量）
犬用にあっては、エトキシキン75µg/g以下

亜硝酸ナトリウム (注) 100

その他 メラミン (注) 2.5 

ペットフード製造業者・輸入業者・販売業者のみなさまへ

ペットフード安全法では、以下の成分規格が設定されています。
これらの物質は、上限値を超えてペットフードに含まれてはいけません。
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この他、製造方法の基準、表示の基準、帳簿の備付け等
も遵守してください。
農水省のホームページにマニュアルやQ＆Aを掲載しています。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/
「ペットフードの安全関係」で検索

（注）は、愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の改正6ヶ月後（平成27年2月20日）
から適用。


